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名称：グレーシアシティ川崎大師河原 

住所：川崎区大師河原２丁目２番２号 

【建物概要】 

竣工年月 2016 年５月 

敷地面積 約 14,800 ㎡ 

建築面積 約 5,500 ㎡ 

建築物の用途 集合住宅 ・ 店舗 ・ 保育所 

建築物の構造 RC 造（鉄筋コンクリート造） 

建築物の階数 地上 15 階 

建築物の高さ 約 45ｍ 

床面積の合計 約 47,000 ㎡ 

総戸数 558 戸 

建物概要 

資料２
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１ 工場・事業場対策 
（１）取組内容 

〇法・条例等による本市の取組 

・各施設の排出口からの濃度規制及び施設の構造や公害防止装置の基準を定めた設備基準について、届出時

の適正な審査及び稼働後の立入調査の実施

・大気汚染防止法に基づく事業所全体の硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出量を規制する総量規制に加えて、

川崎市独自のばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素を包括的に削減する総量削減方式を採用

・大手工場を対象に、大気自動監視システムで総量規制基準の遵守状況について常時監視を実施

・環境性能に優れた燃焼施設を導入するよう啓発するとともに、環境の負荷を低減する燃料への転換を啓発 

〇事業者の取組 

・処理設備を整備して基準を遵守するとともに、排出量を削減するため、燃料を天然ガス等に転換

・法・条例に基づき定められた頻度で自主測定を実施

（２） 監視・指導状況（２０１７年度実績） 

＜大気汚染防止法に基づく届出状況＞（２０１７年度末現在） 

 ばい煙発生事業場数（施設数） 一般粉じん発生事業場数（施設数） 

市内全域 ４７５（１，６５３） ４０（８５０） 

川崎区 ２０６（９６３） ３１（８１３） 

大師地区 ９４（５１８） １６（１３２） 

〇ばい煙発生施設等への立入調査件数           ８０件 

〇ばい煙発生施設の自主測定結果の報告確認件数    ２７２件 

〇発生源大気自動監視システムでの常時監視事業場数    ２３事業場 

（３） 排出量経年推移 

煤の発生源の対応について
資料 4 

煤とは、工場から出るばいじんや自動車の排出ガスに含まれる粒子状物質など、

有機物の不完全燃焼によって生じる黒い粉末や埃のことである。 
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２ 自動車排出ガス対策 
（１）対象地周辺の交通状況 

周辺道路の大型車交通量 

路線名 
2005 年度 

大型車交通量 
（台／24時間） 

2010 年度 

大型車交通量 
（台／24時間）

2015 年度 

大型車交通量 
（台／24時間）

調査地点 

国道 409 号 10,543 ― 12,019 川崎区殿町 3丁目 

産業道路 17,487 15,753 12,357 川崎区大師河原 1-3 

高速横羽線 19,253 17,436 12,911 大師 JCT～浜川崎出入口 

(参考)高速湾岸線 30,561 29,973 38,518 浮島 JCT～東扇島出入口 

（２）取組内容 

〇国の主な取組 

・新車に対する自動車排出ガス規制の強化

新車に対する規制年別の粒子状物質規制値（平成 6年規制を 100 とした割合） 

規制年 H6 年規制 

（1994～ ） 

H9-11 年規制

（1997～ ） 

H15-16 年規制

（2003～ ） 

H17 年規制 

（2005～ ） 

H21 年規制 

（2009～ ） 

H28 年規制 

（2016～ ） 

PM 規制値 100.0 35.7 25.7 3.9 1.4 1.4 

・低公害車の取得等に関する税の軽減措置、低利融資、補助の実施 

・自動車交通を臨海部へ誘導するための道路ネットワークの整備、道路構造の改善等 

〇首都高速道路株式会社の主な取組 

・環境ロードプライシングの実施（横羽線沿道の環境改善のため、湾岸線を利用する大型車等の料金を割引

し、横羽線から湾岸線への転換を図る） 

〇川崎市の主な取組 

・神奈川県条例に基づく粒子状物質の排出基準を満たさないディーゼル車の運行規制の運用（2003.10～） 

・低公害車導入助成制度の実施などによる低公害車の普及促進

・産業道路沿道の環境改善に向けて、連携した取組の推進 

  市民、事業者、関係団体、関係行政機関が連携したかわさき自動車環境対策推進協議会による取組推進 

  産業道路の歩道寄り車線を沿道環境に配慮する「環境レーン」とし、大型車に中央寄り車線の通行促進 

（３）排出量経年推移 

出典：平成 23年度 NOx 等排出量算定業務委託報告書（平成 24年２月、川崎市） 
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資料５ 

浮遊粒子状物質の経年推移 

＊浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒径が１０μｍ以下の粒子のこと
で、発生源は工場のばい煙や自動車排出ガスなどの人の活動に伴うものの
他、土壌の巻き上げ等、自然界のものがある。 

大気常時監視測定網図 

旧大師保健所
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＜ばい煙・粉じんの苦情件数の経年推移（市内全域、川崎区及び大師地区）＞ 

＊市内全域としては、近年５０件前後で推移 

＊大師地区は過去１０年、５件前後で推移 

＜市内の主な大気汚染苦情の事例＞ 

〇ばい煙の苦情 

・近所で野焼きをしている煙で困っている。         

・隣の工場から煤が飛んできて困っている。 

〇粉じんの苦情 

・近所の解体工事現場の養生不良及び散水不足が原因で粉じんが飛んでくる。 

・近所の建設現場から粉じんが飛んでくる。 

  〇発生源不明の苦情 

   ・夏に南風が吹くと煤が飛んでくる。 

   ・マンションのベランダに黒い粉じんが飛んでくる。 

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

市内全域 70 76 59 58 96 67 45 50 51 60 

川崎区 

（大師地区）

10 

(4) 

9 

(4) 

14 

(7) 

5 

(2) 

11 

(7) 

9 

(3) 

14 

(5) 

7 

(3) 

10 

(3) 

15 

(6) 

大気汚染苦情発生状況の経年推移

資料６ 
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１ 取組内容 

 〇悪臭防止法に基づく特定悪臭物質２２物質の濃度規制と併せて、特定悪臭物質以外の悪臭に関して

も、人間の嗅覚で臭気を感知する嗅覚測定（臭気指数測定）を実施   

〇悪臭防止対策の措置を講じることを定めた規制基準の遵守に向けた工場・事業場への指導 

〇広域悪臭の防止と原因究明のための、悪臭パトロールの実施

〇悪臭防止法に基づく一般環境における特定悪臭物質調査の実施 

２ 監視・指導状況 

〇事業者への悪臭に関しての監視指導は苦情があった場合に実施 

 ・特定悪臭物質に関しては、それに起因する悪臭苦情の発生がなく、５年以上濃度測定は未実施

 ・臭気指数測定に関しては、飲食店の臭いや野焼きの苦情を除くと原因者を特定できるケースが少な

く、過去５年で測定を行ったのは１件（この１件は基準を遵守） 

 ・一般環境において測定した悪臭物質の濃度は、概ね定量できる値では検出されず

＜悪臭苦情件数の経年推移（市内全域、川崎区及び大師地区）＞ 

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

市内全域 80 97 74 49 63 59 72 42 56 57 

川崎区 
(大師地区）

19 
(10) 

16 
(8) 

24 
(13) 

14 
(3) 

10 
(5) 

9 
(3) 

32 
(14) 

10 
(5) 

16 
(5) 

20 
(12) 

＊市内全域としては、近年５０件前後で推移 

  ＊川崎区及び大師地区は年度による変動が大きい 

＜市内の主な悪臭苦情の事例＞ 

〇飲食店からの臭い

・近所の焼き肉屋が窓を開けて営業しているため、洗濯物に臭いがついて困っている。 

・隣の焼き鳥屋の煙と臭いで困っている。 

・近所のラーメン屋の臭いがひどくて困っている。 

〇野焼きの臭い 

・近所の個人宅で野焼きをしているので洗濯物を干せなくて困っている。 

・畑で野焼きをしていて、室内に臭いが入ってきて困っている。 

  〇発生源不明の臭い

   ・一過性の悪臭で原因者を特定することができない。 

・南風が吹くと臨海部から化学的な臭い及び魚の腐ったような臭いがする。 

悪臭の対応について

資料７ 
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＜原因不明の場合の対応ケース＞ 

〇粉じん（煤）及び悪臭が発生する可能性がある事業場に対して、口頭又は文書で注意喚起

〇継続して粉じん（煤）及び悪臭の苦情があった場合、現地調査を継続して実施するとともに、悪臭

に関しては、定期パトロールにより確認

〇広域からの粉じん（煤）の場合、成分分析を実施し、他の地点と比較して特異性の有無を確認 

粉じん（煤）及び悪臭苦情対応のフロー

資料８

詳細（いつから？どんな臭い・どんな粉じん？頻度は？等）をヒアリング 

苦情受付（電話またはメール等）

周辺のばい煙発生施設や悪臭の発生源の有無の調査 

改善指導し、経過確認後、問題

なければ調査終了 

継続案件として、適宜現場の

状況を確認 

発生源判明 原因不明 

現地調査 

公害に関する苦情は、その種類も多岐にわたっており、公害問題が産業型か

ら生活型公害へとその比率を移しつつある中、一方で工場跡地等にマンション

等が増えているため、引き続き産業型公害も問題となっている。
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陳情第128号（総務委員会継続審査中 陳情第85号 市道大師河原４号線から産業道路にいたる箇所への歩道設置に関する陳情）

注意喚起看板①

注意喚起看板②

資料９

現地写真①

現地写真②

現地写真③

現地写真②

現地写真③

現地写真①

大師中学校

至 川崎方面

至 横浜方面

市道大師河原第４号線

市道大師河原第８号線（区画道路）

出来野交番前交差点

産業道路

用地未取得箇所

B地区

C地区

１ 産業道路駅周辺 現況図

年度 産業道路
駅前交通広場

市道
大師河原第４号線

京急大師線
連続立体交差事業

H30年度 ・詳細設計
・地区計画変更
(A地区の地区整備
方針を策定)

・用地取得
※取得後、暫定整備

・産業道路立体交
差化

H31年度 ・用地取得 ・詳細設計 ・産業道路駅駅舎
完成

H32年度 ・工事着手 ・工事着手

２ 今後のスケジュール（予定）

至 東京方面

A地区

京浜急行大師線連続立体交差事業
施工ヤード

注意喚起看板①
設置箇所

注意喚起看板②
設置箇所

駐車場一時貸付地

施工ヤード

バス専用通路
（歩行者通行禁止）
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陳情第128号（総務委員会継続審査中 陳情第85号 市道大師河原４号線から産業道路にいたる箇所への歩道設置に関する陳情）

１ これまでの主な経緯 ２ 産業道路駅前地区地区計画の概要（平成26年3月27日計画決定）

（１）概要
本地区を含む周辺地域は、羽田空港に近接した地域特性を活かし、商業・業務、研究開発機能等の
集積を図り、国際競争力を持った臨海都市拠点機能の形成に向け、都市再生緊急整備地域への指定と
合わせ、様々な取組を促進している。
このような中、本計画は、駅前広場・道路等の都市基盤を京浜急行大師線の連続立体交差事業の進
捗に併せ整備し、臨海部全体の交通アクセスの向上を図りながら、周辺環境と調和した商業・業務、
都市型住宅等の立地を計画的に誘導するため、必要な都市計画を定めている。

（２）主な内容

※B地区における地区整備計画の内容

年月 内容

H17.3 新総合計画「川崎フロンティアプラン」において、国際競争力を
持った臨海都市拠点機能の形成に向けた取組の推進を位置付け

H21.3 川崎臨海部土地利用誘導ガイドラインにおいて、産業道路駅前地
区での交通結節点整備を位置付け。京浜急行電鉄と連携した取組
を開始

H23.10 暫定バスバース（２バース）の供用を開始。川崎鶴見臨港バスに
よる殿町・浮島方面へのバス運行実施

H24.1 国の都市再生緊急整備地域「川崎殿町・大師河原地域」の区域に、
当該地区を含むエリアを拡大指定。当該地区の地域整備方針とし
て、産業道路駅の周辺整備とバスアクセスの向上を位置付け

H24.9 市道大師河原第４号線の道路区域変更を告示。当該路線の拡幅に
向けた取組を開始

H26.3 地区計画等都市計画決定
H28.6 B地区の分譲マンション（グレーシアシティ川崎大師河原）完成、

入居開始
H28.11 区画道路（市道大師河原第８号線）供用開始
H29.4 川崎市と京浜急行電鉄による包括連携協定の締結（駅前再開発、

沿線まちづくり等）

項目 従前 現在

地区計画の
決定

【A地区、C地区】目標、方針を決定
※A地区の一部に駅前交通広場等を整備
【B地区】目標、方針、地区整備計画を決定

用途地域の
変更

第二種住居地域
（容積率200％、建ぺい率60％）

近隣商業地域
（容積率300％、建ぺい率80％）

高度地区の
変更

第３種高度地区
（最高高さ20ｍ）

指定なし（高さ制限なし）
※Ｂ地区は地区計画で制限

項目 内容
地区施設 区画道路、歩道状空地、通路、広場
建物用途の制限 共同住宅、事務所・店舗等の商業・業務施設、保育所等は建築可能
建ぺい率の最高限度 ５０％
敷地面積の最低限度 １０００㎡
壁面の位置の制限 区画道路沿い ７ｍ その他の敷地境界 １０ｍ
高さの最高限度 ４５ｍ

参考資料

グレーシアシティ川崎大師河原 重要事項説明書 抜粋

12


